
 

（様式１－３） 

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２９年６月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 39 事業名 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業（土取場線） 事業番号 D-1-8 

交付団体 市 事業実施主体（直接/間接） 久慈市（直接） 

総交付対象事業費 98,000（千円） 全体事業費 98,000（千円） 

事業概要 

津波により甚大な被害を受けた久慈湊・大崎地区の被災住宅の集団移転に伴い、移転場所へ

のアクセス道路及び避難道路となる市道土取場線（129ｍ）の整備を行う。 

 本路線は、集団移転に伴い新たに造成される住宅団地へのアクセス道路であるが、開発許

可の関係から周辺道路の整備は必須となっている。 

また災害時の避難道路であるが、幅員が狭小であり、通行に支障をきたしていることから、

改築するものである。 

 

※第２回復興交付金事業として、H24分の事業費 15,500千円が配分されたところであるが、

事業費等を精査した結果、移転補償費等の経費の増額が必要となるため、H25の未配分の事

業費と合せて申請をするものである。 

 

久慈市復興計画 第 5章 第 4節 ⑦ 道路網の整備 Ｐ48 

『避難経路の整備を図り、災害時の避難体制の充実を図る』 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

土取場線 L=95ｍ 

・測量調査設計 一式  ・用地補償  ・合意形成、関係機関との調整 

＜平成 25～26年度＞ 

 ・用地補償 ・関係機関との調整 

＜平成 27年度＞ 

 ・用地補償 ・関係機関との調整 ・工事  

＜平成 28年度＞ 

 ・用地補償 ・工事 

＜平成 29年度＞ 

 ・用地補償  

＜平成 30年度＞ 

 ・用地補償  

＜平成 31年度＞ 

 ・用地補償  

＜平成 32年度＞ 

 ・用地補償 ・工事 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた久慈湊・大崎地区の住宅の集団移転に伴い、

新たに造成される住宅地へのアクセス路線である。集団移転に伴い、本路線の交通量の増加

が見込まれるが、幅員が狭小であり、通行に支障を来していることから、本路線を整備する

ことにより、新規住宅地へのアクセス経路、また災害時の避難経路として交通の円滑化及び

安全を確保出来る。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 



 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 


